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入 国 者 収 容 所 東 日 本入 国 管 理 セ ン タ ー 警 備 執 務 細 則

一 部 改 正 平 成 1 4 年 3 月 2 7 日 訓 令 第 2 号

第 ］ 章 総 則

（ 趣 旨 ）

（ 平 成 1 4 年 4 月 1 日 施 行 ）
平 成 1 5 年 1 2 月 1 9 日 訓 令 第 4 号

（ 平 成 1 5 年 1 2 月 2 0 日 施 行 ）
平 成 1 7 年 2 月 1 5 日 訓 令 第 1 号

（ 平 成 1 7 年 2 月 1 5 日 施 行 ）
平 成 2 2 年 1 2 月 2 1 日 司11令第 2 号

（ 平 成 2 2 年 ］ 2 月 2 1 日 施 行 ）

第 1 条 こ の 細 則 は ， 法 務 省 設 置 法 （ 平 成 1 1 年 法 律 第 9 3 号 ） 及 び入 国 者

収 容 所 組 織 規 則 （ 平 成 1 3 年 法 務 省 令 第 6 号 ） に 基 づ き ， 入 国 者 収 容 所 東

日 本入 国 管理センター （ 以 下 「 収 容 所 J と い う υ ） 収 容 施 設 （ 収 容 所 の 収

容 区 域 そ の 他 の 被 収 容 者 を 収 容 す る 施 設 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） の 警 備 の 執

務 に 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。

（ 看 守 責 任 者 及 び 副 看 守 責 任 者 ）

第 2 条 看 守 勤 務 の入 国 警 備 官 の 長 （ 以 下 「 看 守 責 任 者 J と い う 。 ） は ， 男

子 第 一 区 処 遇 担 当 ， 男 子 第 二 区 処 遇 担 当 ， 女 子 区 処 遇 担 当 及 び 特 別 処 遇 担

当 の 各 統 括入 国 警 備 官 （ 以 下 「 処 遇 担 当 統 括」 と い う 。 ） の 指 揮 監 督 の 下

に ， 看 守 勤 務 の入 国 警 備 官 （ 以 下 「 看 守 勤 務 者 J と い う c ） を 指 揮 監 督 し ，

被 収 容 者 の 処 遇 及 び 収 容 施 設 の 秩序 維持に つ い て そ の 責 に 任 ず る も の と す

る 。

2 看 守 責 任 者 は ， 処 遇 担 当 統 括 が 出 張 そ の 他 に よ り 不 在 の 場 合 は ， 処 遇 担

当 統 括 に 代 わ っ て そ の 職 務 を 行 う も の と す る 。

3 看 守 勤 務 者 の う ち ， 所 長 が 指 名 す る 入国 警 備 専 門官 （ 以 下 「 劃看 守 責 任



者 j と い う 。 ） は ， 看 守 責任 者 の 指 揮 監 督 を 受 け る と と も に ， 看 守 責 任 者

を 補佐 し ， 看 守 勤 務 者 の 指 揮 監 督 並 び に 被 収 容 者 の 処 遇 及 び 収 容 施 設 の 秩

序 維 持 に 当 た る も の と す る 。

（ 看 守 勤 務 者 の 編 成 ）

第 3 条 看 守 勤 務 は ，

看 守 責任 者 ．． ， 副 看 守 責任 者

．．． 看 守 勤 務 者 を も っ て 編 成 す る も の と す る 。 た だ し ， 所 長 は ， 被 収 容

者 の 国 籍 ， 数 ， 性 別 ， 動 静 そ の 他 の 事 情 に よ り 看 守 勤 務 者 の 数 を 増減 す る

こ と が で き る 。

2 前 項 の 看 守 責任 者 ， 副 看 守 責任者 及 び 看 守 勤 務 者 に 対 す る 勤 務 命 令 は ，

看 守 勤 務 命 令 簿 （ 第 1 号 様 式 ） に よ り 行 う 。

3 看 守 責任者 ， 副 看 守 責任 者 及 び 看 守 勤 務 者 の 勤 務 時 間 の 割 振 り は ， 所 長

が 別 に 定 め る b

4 看 守 勤 務 者 の 配 置 箇 所 は ， 次 の と お り と す る 。 た だ し ， 所 長 が 必 要 と 認

め る と き は ， 配 置 箇 所 を 増減 す る こ と が で き る 。

( 1 ) 

( 2 ) 

5 看 守 勤 務 は ，

て 編 成 す る も の と す る 。

（ 非 常 設 備 ）

を も っ

第 4 条 被 収 容 者 処 遇 規 則 （ 昭 和 5 6 年 法 務 省 令 第 5 9 号 。 以 下 「 処 遇 規

員lj J と い う 。 ） 第 3 条 第 2 項 に 規 定 す る 非 常口 ， 警 報 ベ ル ， 消 火 器 及 び 避

難 器 具 等 の 設 置 位 置 は ， 非 常 設 備位 置 図 （ 別 表 第 1 の 甲 ， 乙 及 び丙 ） に 示

す と お り と す る 。

（ 施 設 の 点 検 ）

第 5 条 処 遇 担 当 統 括 は ， 1 週 間 に 1 回 以 上 ， 収 容 施 設 並 び に 収 容 施 設 の 非



常口 ， 警 報 ベ ル ， 消火器 及 び 避 難 器 具 そ の 他 の 設 備 を 点 検 し て 異 状 の 有 無

を 確 認 し ， そ の 結 果 を 施 設 点 検 報告 書 （ 第 2 号 様 式 ） に よ り 所 長 に 報 告 し

な け れ ば な ら な い 。

第 2 章 収 容

（ 収 容 区 分 ）

第 6 条 処 遇 担 当 統 括 は ， 入 国 者 収 容 所 東 日 本 入 国 管 理 セ ン タ ー 被 収 容 者 処

遇 細 則 （ 平 成 1 ・0 年 訓 令 第 4 号 ） 第 2 章 の 規 定 に 基 づ き ， 新 た に 収 容 さ れ

る 者 の 収 容 の 手 続 が完了 し た と き は ， 女 子 は 第 2 寮 及 び 第 5 寮 ， 男 子 は そ

の 他 の 寮 に 区分 し ， 居 室 を 指 定 し て収 容 す る も の と す る 。 こ の う ち 第 2 寮

及 び 第 5 寮 を 「 女 子 区 J ， 第 1 寮 ， 第 3 寮 及 び 第 6 寮 を 「 男 子 第 一 区 及 び

男 子 第 二 区 J ， 第7 寮 か ら 第 9 寮 ま で を 「 特 別 処 遇 区J と 称 す 。 た だ し ，

所 長 は ， 収 容 所 の 保 安 上 又 は 衛 生 上 必 要 が あ る と き は ， 寮 の 区 分 を 変 更 す

る こ と が で き る 。

第 3 章 者 守

（ 看 守 勤 務 者 の 責 務 ）

第 7 条 看 守 勤 務 者 は ， 看 守 責任 者 及 び 高lj 看 守 責任 者 の 指 揮 監 督 に 従 わ な け

れ ば な ら な い 。

2 看 守 勤 務 者 は ， 収 容 施 設 の 警 備 に お い て ， 次 の 事 項 を 遵 守 し な け れ ば な

ら な い。

( 1 ） 収 容 施 設 に つ い て ， 破損 ， 故 障 等 の 異 状 を 発 見 し た と き は ， 応 急、 の

措 置 を 講 じ る と と も に ， 直 ち に 看 守 責任者 に 報 告 す る こ と 。

( 2 ） 処 遇 部 門 の首席 入 国 警 備 官 （ 以 下 「 処 遇 部 門首席 」 と い う 。 ） の 許

可 な く ， 収 容 施 設 に 看 守 勤 務 者 及 び 巡 視 を 行 う 監 督 者 以 外 の 者 を 立 ち

入 ら せ な い こ と 。

( 3 ） 被 収 容 者 の 居 室 に 入 る と き は ， 看 守 責任 者 に 報 告 の 上 ， 他 の 看 守 勤

務 者 の 立 会 い の 下 に 入 室 す る こ と 。



( 4 ） 被 収 容 者 の 処 遇 上 又 は 被 収 容 者 の 退去強 制 手続 上 参 考 と な る 事 項 を

認知 し ， 又 は 資料 を 得 た と き は ， 直 ち に 看 守責 任 者 に 報 告 す る こ と 0 \ 
( 5 ）被 収 容 者 が り 病 し ， 又 は 負 傷 し た と き は ， 直 ち に 看 守 責 任 者 に 報 告

し ， そ の 指 揮 を 受 けて 適 切 な 措置 を 講 じ る こ と 。

（ 看 守 勤 務 者 の 勤 務 体 制 及 び 職 務）

第 8 条 看 守 勤 務 者 の 勤 務 は ， 原 員Jj と し て ， 見張 り ， 動 し よ う 及 び 休 憩 の 交

替 制 と し ， そ の 職 務 は 次 の と おり と す る 。

2 見張 り 勤 務 者 は ， 警 備 配 置 図 （ 別表 第 1 甲 ， 乙 及 び丙） に 示す・・・・・

を 定 位 置 と し て ， 監視区分 （ 別表 第 3 ） に 示 す区域 に つ

い て 次 の 職 務 を 行 い ， 事 故 の 未然防止 及 び 収 容 施 設 の 警 備 に 当 た る も の と

す る 。 た だ し ， を 定 位 置 と す る 見張 り 勤 務 者 に あ って は ， ．． 

次 の （ 1 ) . ( 3 ) . (4） 及 び （ 5 ） に 係 る 職 務 を 行 う

も の と す る 。

( 1 ）被 収 容 者 の 動 静監視

( 2 ）収 容寮－ に 出 入 り す る 人及 び物品 の 点検 確 認

( 3 ）異状 発 見 の 際 に おけ る 動 し よ う 勤 務 者 に 対 す る 連 絡 及 び 看守責 任 者

へ の 報 告

( 4 ） 看守勤 務 日 誌 （ 処 遇 規 則別記 第 2 号 様式） の 記載

( 5 ）巡視 を 受 け た と き の 監督者に対 す る 報 告

. ( 6 ） 収 容 寮内 の 動 しよ う

3 動 し よ う 勤 務 者 は ， E・E・－ を 定 位 置 と し て 次 の 職 務 を 行 う も の と す る 。

( 1 ） 収 容寮 内 外 の 動 し よ う

( 2 ） 収 容 施 設 の 出入口 ， 収 容寮内各 居 室 の 施 錠 及 び 解 錠

( 3 ） 収 容寮 に 出 入 り す る 被 収 容 者 の 連 行

( 4 ） 被 収 容 者 の 申出 事 項 （ 処 遇 企画 担 当 統括 が 所掌 す る 事 項 を 除く。



の 処 理

( 5 ） 清掃 ， 洗 面 ， 理髪 ， 診療 ， 運 動 及 び 入 浴 の 立 会

( 6 ） 被 収 容 者 の 人員 点呼

( 7 ） 見張 り 勤 務 者 の 職 務 へ の 協力

4 休 憩 者 は ， 次 の 勤 務 に 備 え て 休憩 室 に お い て 休 養 （ 2 2 時か ら 翌朝 6 時

ま で は 仮眠） す る も の と す る 。

（ 動 し よ う ）

第9 条 見張 り 勤 務 者 及 び 動 し よ う 勤 務 者 は ， 動 し よ う を 行 う と き は ， 被 収

容 者 の 動 静 を 把握す る ほか ， 被 収 容 者 に 対 す る 貸与品， 居 室 の 施 錠 ， 警 報

ベルそ の 他 施 設 等 の 異状 の 有無 及 び 収 容 施 設 内 の 衛 生 状態 を 点検 確 認 し ，

かつ ， 収 容 所 の 保 安 上 又 は 衛 生 上支障 が あ る と 認 め ら れ る 物品 の 発 見 及 び

除 去 に 当 た ら な けれ ば な ら な い 。

2 動 し ょ う は ， 動 し よ う 経 路 図 （別表第 1 甲 ， 乙 及 び別表第 2 ） に 示す 動

し ょ う 経 路 に 基 づ き 実 施 す る も の と し ， そ の 時刻 ， 回数 及 び 動 し よ う 経 路

の 変 更 は ， 被 収 容 者 の 数 及 び 動 静等 を 勘案 し て ， そ の 都 度 ， 処遇部 門 首 席

が 定 め る も の と す る 。

3 見張 り 勤 務 者 及 び 動 し よ う 勤 務 者 は ， 動 し よ う を 実 施 し た と き は ， そ の

結果 を 看守 勤 務 日誌 に 記載 し な け れ ば な ら な い 。

（ 勤 務 の 交 替 ）

第1 0 条 見張 り 勤 務 者 は ， 勤 務 を 交 替す る と き は ， 収 容 人 員 そ の 他 看守 勤

務 に 必 要 な 事 項 の 引 継ぎ を 確 実 に 行 う と と も に ， 交 替 の 前 後 に 看 守 責 任者

に 報 告 し なけれ ば な ら ない。

2 看 守 責 任 者 は， 自 ら 文 は 看守勤 務 者 全 員 が 勤 務 を 交 替 す る と き は ， 引 継

事 項 の 要 旨 を 引 継簿 （ 第 3 号 様式） に 記載 し な けれ ば な ら な いc

3 看 守 勤 務 者 は ， 第 8 条 に 規 定 す る 職 務 以 外 で 定 位 置 を 離れ る と き は ， 看

守 責 任者 の 許 可 を 受 け な け れ ば なら な い。 こ の 場 合 に お い て ， 見張 り 勤 務



者 及 び 動 し よ う 勤 務 者 は ， 勤 務 を 交 替 す る と き は， 第l項 に 準 じ て 引 継ぎ

を 行う も の と す る 。

（ か ぎ の 保 管 ）

第 1 1 条 処 遇 担 当 統 括 は ，

（ 人 員 点呼 ）

収 容 施設 及 び 居 室 の 出入口扉 の かぎ を

し な け れ ば な ら な い 。

第 1 2 条 看 守 責 任者 は ， 次 の 要領 に よ り 被 収 容 者 の 人 員 点呼 を 実 施 す る も

の と す る 。

( 1 ) . 被 収 容 者 を 居 室 に入 れ ， 居 室 外 に 残 存 す る 者 が し、 な い こ と を 確認 す

る こ と 。

( 2 ） 被 収 容 者 を 各 自 の 居 室 に整列 さ せ ， 被 収 容 者名簿 に よ り 各 人 に つ い

て 呼名確認 し ， 併 せ て 被 収 容 者 の 健康 状態及 び挙措 動 作 に 通常 と 異 な

る と こ ろ が なし、か等 を 観察 す る こ と 。

2 看 守 責任者 は， 点呼終了後 ， 速 や か に 処 遇 担 当 統 括 に 対 し ， 異 状 の 有無

を 報 告 す る と と も に ， 見張 り 勤 務 者 に 対 し て そ の 概 要 を 知 ら せ な けれ ば な

ら な い。

3 処 遇 担 当 統 括 は， 随時 ， 人 員 点呼 に 立 ち 会 い ， 指 揮監督 に 当 た ら な け れ

ば な ら な い 。

（ 収 容 施 設 及 び 居 室出入口扉 の 施 錠 ）

第 1 3 条 看 守 責 任者 は ， 処 遇 部 門 首席 が 必 要 と 認 め て 指 示 し た 場 合 を 除 き ，

収 容 施 設 及 び 居 室 の 間入口扉 を 施 錠 し て お か な け れ ば な ら な い 。

第4 章 保 安

（ 保 安 計 画 ）

第 1 4 条 処 遇 部 門 首席 は ， 処 遇 規則 第 1 6 条 に 規 定 す る 保 安 計 画 を 策 定 し ，

所長 の 決裁 を 受 け る も の と す る 。



、

2 処 遇部門 首 席 は ， 前 項 の 保 安 計 画 に 定 め る 事 項 に つ いて ， 年 2 回以 上訓

練 を 実 施 し ， そ の 結果 を 所 長 に 報 告 す る も の と す る 。

（ 検査 ）

第 1 5 条 処遇担 当 統 括 は ， 収 容所 の 保 安 上 の 又 は 衛 生 上 の 必 要 が あ る と 認

め る と き は ， 被 収 容 者 の 身 体 ， 所持品 及 び衣類 の 検査 を 実 施 す る も の と す

る 。

2 処 遇 担 当 統 括 は ， 毎月 1 回 以 上 ， 居 室 及 び 付属施 設 の 検査 を 実 施し なけ

れ ば な ら な い 。

3 前 2 項 の 検査 に 当 たって は ， 被 収容 者 に 対 し ， 検査 を 実 施 す る 旨 を 告 げ

て着手す る も の と す る 。

4 処 遇 担 当 統 括 は ， 検査 の 結果 ， 収 容所 の 保 安 上 文 は 衛 生 上支障 が あ る と

認 め ら れ る 物品 を 発 見 し た と き は ， 所有 者 を 確認し た 上 ， 速 や か に所 定 の

領 置 手続を 執 ら な け れ ば な ら な い。

5 処 遇 担 当 統括 は ， 検査 を 実 施 した と き は ， そ の 結果 を 所長 に 報 告 す る と

と も に ， 看 守 勤 務 日 誌 に 記載 し な けれ ば な ら な い。

附則（平成1 3年1月 6 日 言）II令 第4 号）

こ の 司ii令 は3 平成 1 3 年1月 6 日 か ら 施 行 す る 。

附員lj（平成 2 2 年 1 2 月 2 1 日 司11令 第 2 号 ）

こ の 司11令 は ， 平成 2 2 年 1 2 月 2 1 日 か ら 施 行す る 。



第1号様式（第3条関係）

看 守 勤 務 命 令 簿

所長 次長 企画管理 処 遇 警務 処遇企断 処 遇
発令月日 発 メ-fi' 事 項

用Jι， 命 者

首席 首席 統括 統括 統括 階級｜
受命者・向I

氏 名

月 日 時 分から
月 日 時 分まで

処遇第 班看守勤務を命ずる。

月 日 時 分から
月 日 時 分まで

処遇第 班看守勤務を命ずる。

月 日 日寺 分から
月 日 日寺 分まで

処遇第 班看守勤務を命ずる。

月 日 時 分から
月 日 時 分まで

処遇第 班看守勤務を命ずる。

月 日 時 分から
月 日 時 分まで

処遇第 班看守勤務を命ずる。

月 日 日寺 分から
月 日 時 分まで

処遇第 班看守勤務を命ずる。



機密性2 完全性1 可用性1

第2号様式（第5条関係）

所 長 次 長 会計課長 処遇部門首席 処遇企商統括 処遇統 括 処遇企画上席

施 設 点 検 報 告 書
平成 年 月 日

入国者収容所東日本入国管理センター所長 殿

処遇担当統括入国警備官

施設点検を実施したので下記のとおり報告する。

記

点 検 箇 所 異状の有無 点 検実 施 者 看 守 責任者

備考 措置欄は， 改善等要望事項に対し， 会計課において措置した結果を記載する。

会計課担当係長 措 置



機 密 性 2 完全性 2 可 用 性 1

処遅首席i騒麗爾I喜子ー附｜男子二区縦｜女子区統括｜特別糊括
第3号様式（ 1 0 条 関係）

51 継 簿

ヰZ店主と 均三 j弓 日 く 自窪田〉．

申送者 処遇第 班看守責任者

申受者 処遇第 斑看守責任者

号！ 語能 事 項

． 



機密性 2 完全性 2 可用性 1



�1Jftll'.1申 1
｛冒！4Co. 1車81: JP;Q島関脇｝



Jiii褒窮1甲－2
｛’ff4�.’B,, 1119!1<関係｝



別表i\1申－3｛冒；a量，r.sr. lii9金関係｝



別表第1 乙ー1
｛’R4条． ’118�，篠宮条関係｝



別表第1 乙－2
（第4条。第8条．第9条関係）



月lj表第1 乙－3
｛第4条， 第B条．第9条関係｝





男I）表第1丙－2
(11;4条， !'il8�関係）



－ ． 



別表 第3 （ 第 8 条 関係 ）

監視区 分


